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航空安全情報自発報告制度は、わが国では（公財）航空輸送技術研究センターが VOICESを運営していますが、

航空大国の米国では NASAが ASRS を運営し、毎月 CALLBACK を発行しています。この E-Journalは JAPA

の運航技術委員会が注釈や補足説明を付加して CALLBACKの邦訳を紹介するものです。

～ 称賛される航空管制官の支援 ～

航空管制官は、航空機の移動を効率的に捌くだけでなく、航空の安全を維持する上での大黒柱です。そして、それらの

目的を達するためには、航空管制官とパイロットが手と手を取り合って業務を果たさなければなりません。航空管制官

が提供するサービスの内容や彼ら・彼女らが遂行する職務は広範で多岐に及びます。航空管制官に求められる資質に

は、優れたコミュニケーション能力、集中力、意思決定、安定性、迅速な思考、問題点の把握、分析力などがあげられま

す。また、教科書に正解が書かれていないような状況においては、適合性、創造力、改革力も重要です。

パイロットの視点からは、航空交通管制、助言、支援を管制官に期待しています。彼ら・彼女らは、円滑な航空交通を保

証し、人・動物・船舶・車両・構造物・地球・悪天候に遭遇する脅威を回避する上で、偉大な資産であり、パイロットとは別

の知力と観点を持ちます。

今回の CALLBACK では、航空管制官の称賛されるべき職業意識・技量・創造力・改善への洞察・安全への貢献が発

揮された事例を共有します。物語を楽しみ、教訓を吟味し、もしあなたがパイロットであるなら、航空管制官が日常的に

提供している専門的な支援が必要であったり、実際に支援を受けたときのことを思い返してください。

...................................................................................................................................................................................

Part 91（自家用運航） - 専門知識とチームワーク

ある航空管制官は、小型の双発機を操縦していたパイロットがアイシングに見舞われている状況に対応した。支援チー

ムが結成され、彼らが提供した専門的な支援が事故に至ることを防ぎ、このパイロットの命を救ったのだろう。

■ 緊急事態が発生し、私のパイロットとしてのスキルが必要になるかもしれないと [セクター Y] 担当のコントローラー

（Controller-In-Charge、CIC）から告げられたとき、私はセクター Xで教官業務を行っていた。私はすぐに訓練を中止
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し、セクター Yに進み、レーダー・コントローラーにコンタクトして支援を申し出た。…すぐに、私たちは Minimum IFR

Altitude （MIA）*1 でアイシング状態の小型機に関わり、その航空機は高度を維持できていないことが明らかになっ

た。その後の 45分間、レーダー管制官、CIC、Operations Manager（OM）*2、Radar Associate*3、Center Weather

Service Unit（CWSU）*4 の気象専門家、そして私自身は、より低いMIA とより良い天候を目指し、当該機を北や西に

誘導した。何度か、当該機は指示なしに旋回や降下に入ったが、そのたびにレーダー・コントローラーがシンプルで適

切な指示を出し、パイロットが機体のコントロールを回復／維持するように支援した。別の管制官チーム（訳者注：休憩

中のチームと思われる）が戻ってきて、空域と他の周波数を担当してもらったため、我々のチームは緊急事態の航空

機の支援だけに集中できた。当該機は終始 MIAよりも低い高度を飛行したが、レーダーには地上障害物が表示され

ていなかったので、私はセクショナルチャート（区分航空図）を手にして、緊急事態の間のほとんどをチャート上で当該

機を追跡し、レーダー・コントローラーに障害物情報を知らせ、彼はその情報をパイロットに伝えた。最終的には、当該

機との交信が途絶え、レーダー覆域から外れたので、他の航空機を我々が使用している周波数に呼び込み、中継役

を担わせた。Wheeler-Sack陸軍飛行場基地（訳者注：ニューヨーク州））は、我々が当該機の機影を失った後もレー

ダーで追跡できていて、何度か位置情報を提供した。最終的には、当該機が無事に着陸したことを確認することがで

きた。私たちはそのとき初めて、当該機の型式がフライトプランに記載されていた小型機［タイプ Y］ではなく、小型機

［タイプ X］であることを知った。この事態は、当該機がアイシングコンディションの中を飛行したために起きたもので、ビ

デオマップには障害物が描かれていなかったため、私たちの作業は著しく困難なものとなった。Emergency

Obstruction Video Map （EOVM）*5 を我々の施設にも導入する必要がある。

訳者補足：

1. Minimum En-route Altitude (MEA) に相当

2. 管制官チームのまとめ役と思われるが、役割および相当する我が国の役職は不明

3. レーダー・コントローラーの横に着き、他席との調整をする「調整席担当」と考えられる

4. Center Weather Service Unit (CWSU)：全米 21の Air Route Traffic Control Center（ARTCC、航空交通管制区

に相当）に属し、航行の安全に影響を及ぼす雷雨、乱気流、着氷、降水等の気象について予報や助言を提供する

組織

5. Emergency Obstruction Video Map (EOVM)：近傍に山岳地域があるターミナル管制所に設置されていて、緊急

事態にある航空機を誘導するのに使用される

...................................................................................................................................................................................

Part 91（自家用運航） - CFIT と CFTT* の危険性の回避

アプローチ・コントローラーと、チャレンジャー350型ビジネスジェット機のパイロットが、高度逸脱について述べている。パ

イロットは多くの詳細かつ優れた分析を提供しているが、管制官の単純な行動が事故を防ぎ、命を救うことが出来た可

能性がある。

コントローラーの報告から：

■ 私は航空機 Xを滑走路 Xへの ILS進入のために誘導していた。3000 フィートまで降下し、ヘディング 320で飛行

するようベクターした。ZZZ1空港付近で低高度警報が鳴り、航空機 Xに低高度警報を伝え、4000 フィートまで上昇し
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維持するよう指示した。パイロットは私が 2000 フィートへの降下を指示したと思っていた。私は 2000 フィートを指示し

ていないと伝えた。当時、天候の影響で交通量が多く処理が複雑で、他の 2つのセンターセクターが ZZZ2到着便の

処理を私に引き渡していた。また、当該機のパイロットは 2000 フィートのリードバックをしたことは一度もなく、どこかで

コミュニケーションの齟齬があった。

副操縦士の報告から：

■ 私は副操縦士であり、パイロット・モニタリングとして IFR運航のチャレンジャー 350に乗務していた。ILSのファイ

ナルに向けてベクターされている間、ZZZアプローチから ”Check altitude” とアドバイスされ、すぐに “Climb to

4,000 feet” と指示された。私たちはそれに従い、ZZZ [アプローチ]は問題なくファイナルコースへのベクターを続けた。

着陸後… [私たちは] 連絡先の電話の番号を与えられ…それに従って電話をした。タワーコントロール・スーパーバイ

ザー（役職名は？）からは…指示高度からの逸脱があったかもしれないと注意された…。私たちの到着の直前の 2時

間の TEMPO期間中、天気予報は ”2SM TSRA BR OVC010” であった。降下開始前、センターから東に移動する

悪天候の領域を避けるための新しい経路が与えられ、その後降下中に、私たちはさらなる悪天候回避を要求して許

可され、…アプローチに引き渡された。私は航空機 ID、高度、ATISコード、要求した進入方式と共に、アプローチ・コン

トローラーに 2回交信を試みたが、3回目の試みまで応答はなかった。交信が確立した後、コントローラーに私たちの

送信をどのように受信しているのか尋ねた。彼は私たちの送信を聞いており、10,000フィートまで降下する許可を与え

たと答えた。その後、8,000 フィートまでのさらなる許可と ZZZZZ（ローカライザーコースに沿った中間進入点）への直

行が与えられ、1分後に 3,000フィートへの許可が与えられた。私たちはそれに従った。おおよそ XA:43に、最終進入

のためのベクターとして 320度のヘディングと高度が与えられた。以前に 3,000 フィートへの許可が与えられていたた

め、2,000フィートへの許可を聞いたと思い、320度に向かって降下を続けた。おおよそ XA:45に、ZZZ ATCは私たち

に直ちに上昇するよう指示した。TCASの警報は発生しなかった。フライトの終了時に、機長と私は出来事と私たちの

対処についてのデブリーフィングを行った。機長には航空機とその乗員の全体的な安全性と規則遵守に責任がある

が、パイロット・モニタリングとして、私は ATC との通信、クリアランスの正確かつ迅速な取得とリードバック、システム

のクロスモニタリング、フライトガイダンスシステムでの高度設定など、他のタスクの責任がある。レビューの結果、ター

ミナルエリア内での高度の割り当てを聞き逃したか、正しくリードバックしていなかったようだ。これが最後に与えられ

た高度の誤解に関与した可能性があった。今後は、クリアランスを完全にリードバックすることにもっと積極的に取り組

むこととする。コントローラーは、高度のリードバックを 2回の省略した際に、私に確認を促さなかった。計器進入方式

の徹底的なレビューとブリーフィングが行われていれば、最低扇形別高度（MSA）が 2,500フィートであることが明らか

になり、ファイナルコースに誘導されている間に 2,000フィートに降下することは理に叶わないことが分かったはずであ

った。たとえMSA以下へのクリアランスを聞いたと思っても、状況に応じて管制官に確認することが重要であったが、

私たちはそれを怠った。今後は、アプローチのすべての関連事項が徹底的にブリーフィングされることを確実に実行す

ることとした。プロのパイロットとして、私たちはあらゆる出来事を真剣に受け止め、乗員内間での将来の発生を防ぐ方

法を模索し、他の乗員で同様の事態を防ぐために学んだ教訓を共有する。今般の出来事は「正直な」ミスであったが、

関連する脅威はこの状況でより軽減できたかもしれない。

* CFTT：Controlled Flight Toward Terrain

...................................................................................................................................................................................
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Part 135（航空運送事業） - 出発方式の謎を解く

このタワー管制官は航空運送事業のキャラバン（Cessna 208 Caravan）のパイロットが計器出発方式について誤解して

いるのではないかとの事態を経験しました。彼は出来事の紹介、問題の重大性、解決への提言を投稿しています。

■ 以前の出来事ですが、航空機 Xには、Clearance Delivery（管制承認機関）から ZZZ1計器出発方式が発せられ

ていた。私は当該機に対し滑走路 XXへの地上走行を許可し、その後、離陸を許可した。当該機が離陸した後、私は

Departure Control（出域管制）にコンタクトするように指示したが、当該機は左ダウン・ウィンドに向けて旋回し、最低

誘導高度（MVA）よりも遥かに低い高度を飛行していた。私が交信を試みると、彼らは未だに私の周波数にいた。私

が彼らにZZZ1出発方式を飛行しているかを確認すると、「しまった！」のような言動があった。私はZZZ1出発方式へ

の方位と取り敢えずの上昇高度を指示した。彼らが正しい経路に戻ったのを確認した後、私は再度 Departure

Controlにコンタクトするように指示した。この会社の運航では、多くの場合、IFR飛行計画をファイルするものの、天候

が許せばVFRでの飛行を続け、IFR航行を開始しない。しかし、本事例では雲底が低く、当該機は IFR管制承認を得

ていたが、私の想像では、当該パイロットは VFRでの出発方式が習慣化していたために、「期待バイアス」により VFR

飛行を続けようとしたものと思われる。

昨日、同様の計器出発方式に関わる事例を体験することがなければ、私は本件に関心を持つことはなかったであろう。

昨日の事例が以前の事例と同一のパイロットであったと思われるが確証はない。昨日の事例では、当該機はZZZ1出

発方式を飛行するべく滑走路XXLからの離陸が許可された。ZZZ1出発方式では離陸後は滑走路の方位を維持する

ことになっているが、彼らは滑走路出発端上空を通過すると、旋回を開始するか ZZZ1出発方式に従うかを尋ねてき

た。私は彼らには ZZZ1出発方式が既に承認されており、それに従うように伝えた。これらの事例から、私は彼らが

IFR飛行の承認を得ているのにも関わらず VFR飛行と認識しているのではないかとの疑念を持ち、当該運航者に何

らかの勧告をすることが適切ではないかと思うに至った。上記の 2例から、VFR と IFR との違いが正しく理解されてい

ないのではないかと懸念する。今後の問題解決の一助になるかと思い投稿する。

3月 運航技術委員会










